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ラオスにおける模造品対策について 

2020 年 10 月 9 日 

One Asia Lawyers ラオス事務所 

 

ラオスは、自国生産可能な物品等が少なく、日用品をはじめ、食品、電気機器、

バイク、車、建設資材等に至るまで、多くの商品が隣国のタイ、ベトナム、中国

などから輸入されている状態です。特に、模造品であっても、廉価なため購入す

ることに抵抗を感じる人は少ないといった状態です。他方、数年前において、ラ

オスにおいて大手企業の飲料メーカーの模造品がラオス国内に出回り、模倣品を取り扱う業者に対し

て、知的財産権の侵害に基づき刑罰が科せられた事例も出てきております。 

こうした知的財産分野の法整備がさらに進めば、日系企業のラオスでの事業展開や事業進出も容易に

なるのではないかと感じます。 

 

ラオスにおいて、知的財産権を監督する科学技術省知的財産局が主催する知的財産フェアーでは、模

造品と本物の判別の仕方など紹介することで、消費者に啓蒙活動を行うなど「経済社会を持続的に発

展させるために、まずは知的財産について知るところから始めよう！」と呼びかけています。今回は、

企業の知的財産権が侵害されたときの対応について、法的な視点から基本的な情報を共有致します。 

 

1. 模造品防止に関する法律は？ 

 

模造品の流通禁止に関する法令は、次のような法律が存在しております。 

 

（１）2010 年 6 月 30 日付 消費者保護法（第 02 号/国会） 

※商工業省の消費者保護に対する責任や消費者保護の観点から商工業省の権能について規定していま

す。 

（２）2017 年 5 月 17 日付 刑法典（第 26 号/国会） 
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※知的財産権に関連して他人に損害を与えた者に対する禁固刑/罰金刑等が明示されております。 

※模倣品等を製造、販売した者に対する禁固刑/罰金刑等が明示されております。 

（３）2017年11月15日付 知的財産法（第38号/国会） 

※商標権を侵害する商品を販売し、広告又は輸入または輸出する行為を規制しています。 

（４）2018 年 12 月 6 日付 民法典（第 55 号/国会） 

※不法行為に関する一般規定が規定されています。 

 

2. 模造品の被害に遭った場合の救済措置の方法は？ 

 

ラオスにおける模倣品対策の対応については、調停的措置、行政的措置と法的措置の三つの方法が存

在しております。ラオスの実務においては、まずは調停的な措置をまずは取った上で改善されない場

合に行政措置を取り、それでも解決しない場合に法的措置を取るといったことが一般的です。 

 

 調停的措置 行政的措置 

実施内容 模造品販売者と直接面談、和解交渉行う 実施当局が迅速に模造品を押収 

実施機関 ・MOIC（郡レベル） 

・村役場（村長） 

・科学技術省知的財産局（IPD） 

・治安維持省 

メリット ・実施が容易 

・低コスト 

・特別対策チームが編成される 

（警察、財務省などがメンバー） 

デメリット ・一時的な措置となり、一定の期間が過

ぎると模造品に関する被害が繰り返され

る傾向にある 

・組織構築に 1 か月から 3 か月程度の時間

が生ずる 

・高コスト 
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3. 調停的措置と実施行政機関 

 

調停的措置については、①村役場による調停、②商工業省による調停、指導があります。①について

は、村長に要請書を提出し、村長を調停人として、村役場で当事者による交渉の場を設けることがで

きます。しかしながら、実際には、模造品販売業者は、警告書を無視して、村長が招集する会議に参

加しないことが多くあります。また、②商工業省（MOIC）による調停や指導は、MOIC 内の国内貿

易局に通知することになります。彼らの機能は、消費者を模造品被害から保護することが主な役割と

なりますので、違反業者に対する指導等により模造品の販売を停止させることができることがありま

す。 

 

4．行政的措置/法的措置と実施行政機関 

 

知的財産法に基づき、科学技術省知的財産局が監督行政機関となり、科学技術大臣の特命決定に従い、

治安維持省（警察）、財務省、および関連する当局をメンバーとした、特別な対策チームが編成され

ます。同チームは、警察もメンバーに入っているため、模造品を直ちに差押え、場合によっては現行

犯逮捕も可能です。このような措置をとることで、ほかの模造品販売店への警告となる効果がありま

すが、チームの組織化にかかる費用はすべて、依頼者が負担する必要がありますので、相当の費用と

時間がかかるため、実際に利用されるケースは多くありません。 

 

また、知的財産法に基づき、民事訴訟と刑事訴訟の両方を行うことができます。実務上は、刑事事件

として警察の捜査を受けると同時に、不法行為法に基づく民事事件として損害賠償を請求することが

一般的です。なお、上記 3 または４の措置を経ていない場合、裁判所自体を受理しないことが多いた

め、留意が必要です。また、原告が警察に被害届を提出する等の刑事告訴も可能ですが、過去の経験

上、相当の時間を要します。 
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5．その他（税関による水際措置） 

その他知的財産法に基づき、模造品を輸入販売している会社に対して、明確な証拠がある場合、税関

が模造品の輸入を一時的に差し止めることが可能となっています。過去、何件か水際措置に関する判

例が存在しております。 

以 上 

 

＜注記＞ 

本資料に関し、以下の点ご了解ください。 

・ 今後の政府発表や解釈の明確化にともない、本資料は変更となる可能性がございます。 

・ 本資料の使用によって生じたいかなる損害についても当社は責任を負いません。 

 

「One Asia Lawyers」は、日本および ASEAN 及び南アジア各国の法に関するアドバイスを、シーム

レスに、一つのワン・ファームとして、ワン・ストップで提供するために設立された日本で最初の

ASEAN 及び南アジア法務特化型の法律事務所です。 

One Asia Lawyers ラオス事務所においては、常駐日本人専門家 1 名を含む合計 10 名の体制で対応を

行っております。コーポレート、労務、倒産、訴訟等、現地に根付いたサービスを提供しております。 

各種動画配信（例えば、「ラオスにおける解雇規制とその留意点」、「ラオスにおける債権回収・倒

産法の実務」等を行っております。 

本記事やご相談に関するご照会は以下までお願い致します。 

yuto.yabumoto@oneasia.legal 

藪本 雄登 One Asia Lawyers メコン地域統括  

mailto:yuto.yabumoto@oneasia.legal
mailto:yuto.yabumoto@oneasia.legal
https://oneasia.legal/1814
https://oneasia.legal/1814
https://oneasia.legal/1814
https://oneasia.legal/1814
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One Asia Lawyers の前身となる JBL Mekong グループを 2011 年に設立。メコン地域流域諸国を統括。

カンボジア、ラオス、タイ、ミャンマー、ベトナムで数年間の駐在・実務経験を有し、タイを中心に

カンボジア、ラオス、ミャンマー、ベトナム（CLMV）の各国につき、現地弁護士と協働して各種法

律調査や進出日系企業に対する各種法的なサポートを行う。タイ国内案件、ベトナム国内案件、CLM

へのクロスボーダー進出支援業務、M&A、コーポレート、労務、税務、紛争解決案件等を担当。ビ

エンチャン日本人商工会議所事務局長（2015 年）、カンボジア日本人商工会労務委員（2014 年、

2015 年）、盤谷日本人商工会 GMS 委員（2016 年-）、東京都中小企業振興公社の相談員（2017 年-

）、中小機構相談員（2016-）等を歴任。yuto.yabumoto@oneasia.legal 

 

内野 里美 弁護士法人 One Asia ラオス事務所     

2016 年より One Asia Lawyers ラオス事務所に駐在。ラオス国内で 15 年以上の実

務経験を有する。ラオス語を駆使し、現地弁護士と協働して各種法律調査や進出日

系企業に対して各種法的なサポートを行う。satomi.uchino@oneasia.legal 
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